
 

 

期首残高更新・期首残高入力について 

期首残高額とは、事業年度の期首時点における各勘定科目の残高で、前年度決算額から当年度期首へ繰越される金額です。 

 

【期首残高更新】メニュー ・・・ 対象の科目の前年度決算額を当年度（選択した年度）期首残高額へ一括で繰越登録します。 

【期首残高入力】メニュー ・・・ 選択した年度において各科目の期首残高額を個別に編集できます。 

 

 

 

 組み替えた科目は、前年度決算額から当年度期首残高額へ繰り越されません。 

【期首残高更新】では、前年度と当年度の両方に存在する科目、事業区分を対象に期首残高額が繰り越されます。 

当年度で新たに作成した科目や事業区分、コードが変更となった科目や事業区分は、繰り越されません。 

期首残高額は0円で登録されます。 
 

固定資産（有形・無形・その他固定資産）や流動資産へ移動した特定資産の預金科目等は、コードを変更していま

すので、【期首残高入力】にて科目毎に期首残高額を登録してください。 

※新たに作成した科目や事業区分も同様に期首残高入力にて、期首残高額を登録してください。 

 

 

 事業区分を組み替えた場合も必要に応じて期首残高入力にて科目毎に期首残高を登録してください。 

 

 

 

■ 期首残高額を登録する科目について 

※期首残高更新では、【科目マスタ】の「残高更新制御フラグ」が「更新」設定の科目を対象として、期首残高額を登録します。 

 ただし、前年度および当年度の両方に同一の科目コードが存在していることが条件です。 

 

以下の大科目以降の科目を新規作成、または前年度から科目コードを変更した場合、【期首残高更新】実行では期首残高額は

登録されません。 

【期首残高入力】にて、該当する集計区分で入力、登録してください。 

 

科目種別 大科目 

貸借対照表 流動資産、流動負債、固定資産、固定負債 

貸借対照表 指定正味財産、一般正味財産 

当期収支差額 前期繰越収支差額 ※収支計算書を出力するお客様のみ 

 

※期首残高の確認方法はこちら 

※大科目「流動資産」、「固定資産」は、中科目段階以降の科目コードを変更しているため、必ずご確認ください。 

 

 

 

前年度： H20年会計基準適用年度 ／ 当年度： R6年会計基準開始年度 

 



 

 

■ 令和 6 年会計基準運用開始年度の期首残高の登録対応 

 

お客様の会計区分の設定や、前年度の期首残高額登録状況により異なります。 

次頁以降にて該当する期首残高登録対応をご確認ください。 

 

【3会計】    公益目的事業会計 / 収益事業等会計 / 法人会計  ⇒ P.8 

【1会計】 例： 一般会計                         ⇒ P.9 

 

期首残高更新の実行、期首残高入力のご入力前に、前年度の期首残高の登録状況（集計単位）の確認が必要です。

※確認方法はこちら 

 

 

 集計単位とは、期首残高額を登録する際の「内訳の単位」です。 

 

期首残高更新の集計単位は以下 ABC の３つの選択があります。 

※令和6年会計基準運用開始年度の翌年度からは、「A」「C」の２つの選択となります。 

 

■ 各集計単位の対象大科目 

A 科目種別：貸借対照表 / 大科目：流動資産、流動負債、固定資産、固定負債 

B 科目種別：貸借対照表 / 大科目：指定正味財産、一般正味財産 

C 科目種別：当期収支差額 / 前期繰越収支差額 ※収支計算書科目の登録がない場合、Ｃの選択は無効です。 

 

■ 各集計単位の選択値 

会計 

現預金などの期首残高額を会計区分ごとに登録します。  

例えば「一般会計」等、1つの会計区分で運用している場合は、現金残高はすべて 1会計（一般会計）に登録されます。 

※会計区分で登録した場合、各決算書内訳表や事業区分ごとの残高（決算額）は確認できません。 

事業区分 

現預金などの期首残高額を、事業区分ごとに登録します。 

事業区分に階層がある場合は最終段階の事業区分で登録します。 

例えば「公益 1事業」の現金残高として、期首（繰越）￥100,000を登録する形式です。 

A 

B 

C 



 

 

予算、伝票入力時の会計区分（運用会計区分）が【1会計】のお客様は次頁をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②新科目、組み替え科目には、固定資産（有形・無形・その他固定資産）、流動資産へ移動した特定資産の 

預金科目が該当します。 

その他にも、指定純資産へ補助金等の科目を増やした場合や、新しく追加した貸借対照表の科目がありましたら、期首残高額

の登録が必要です。 

 

 指定純資産は、事業区分ごとにご登録ください。 

前年度期首残高額が会計区分で登録されていた場合は、必ず【期首残高入力】で事業区分ごとに登録し直してください。 

「貸借対照表の注記（１） 会計区分別内訳 、(14)指定純資産の内訳と増減額及び残高」を正しく出力するために、 

期首残高額は事業区分毎にご登録ください。 

なお、前年度分において現預金等の残高を区分経理で把握されていない場合は、内閣府「公益法人制度等に関するよくある

質問（FAQ）」等で対応をご確認ください。[参照] 公益法人 information 

 

 翌年度以降の期首残高更新では、指定純資産の集計単位は「事業区分」固定となります。 

また、集計単位B「正味財産増減計算書 一般正味財産期首残高更新」の選択肢はなくなります。 

 

会計  

事業 区 分  

 

①【期首残高更新】実行 

A： 会計区分 
B： 事業区分  
C： 会計区分 

 

②【期首残高入力】 

新科目、組み替え科目へ 

期首残高額を登録 

①【期首残高更新】実行 

A、B、C（すべて）： 事業区分 
 

②【期首残高入力】 

新科目、組み替え科目へ 

期首残高額を登録 
 
※事業区分を組み替えた場合は、期首残高入力にて 

事業区分が空欄となっている期首残高額がないかを

確認し、必要に応じて新事業区分に期首残高額を登録

してください。 

 

集計単位 

A： 会計 

C： 会計 

集計単位 

A： 事業区分 

C： 事業区分 

前年度 

期首残高登録状況 

R6年会計基準運用開始年度 

期首残高登録の対応 

翌年度以降 

期首残高更新・実行 

※ 確認方法はこちら ※ 操作方法 

①【期首残高更新】 ②【期首残高入力】 

※ 操作方法はこちら 

予算、伝票入力時の会計区分：【 3会計 】 

公益目的事業会計 / 収益事業等会計 / 法人会計 

https://www.koeki-info.go.jp/activities/k3klk2gbi5.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 決算変換設定マスタの登録が必要です。 

各決算書の注記を出力するために、3会計（公益目的事業会計/収益事業等会計/法人会計）の変換区分の登録が必要です。 

 

 ②新科目、組み替え科目には、固定資産（有形・無形・その他固定資産）、流動資産へ移動した特定資産の 

預金科目が該当します。 

その他にも、指定純資産へ補助金等の科目を増やした場合や、新しく追加した貸借対照表の科目がありましたら、期首残高額

の登録が必要です。 

 

 指定純資産は、事業区分ごとにご登録ください。 

前年度期首残高額が会計区分で登録されていた場合は、必ず【期首残高入力】で事業区分ごとに登録し直してください。 

「貸借対照表の注記（１）会計区分別内訳、(14)指定純資産の内訳と増減額及び残高」を正しく出力するために、期首残高額

は事業区分毎にご登録ください。 

なお、前年度分において現預金等の残高を区分経理で把握されていない場合は、内閣府「公益法人制度等に関するよくある

質問（FAQ）」等で対応をご確認ください。[参照] 公益法人 information 

 

 翌年度以降の期首残高更新では、指定純資産の集計単位は「事業区分」固定となります。 

また、集計単位B「正味財産増減計算書 一般正味財産期首残高更新」の選択肢はなくなります。 

予算、伝票入力時の会計区分：【 1会計 】 

例： 一般会計 

 

前年度 

期首残高登録状況 

会計  

事業 区 分  

 

R6年会計基準運用開始年度 

期首残高登録の対応 

期首残高更新は実行せず、事業区分ごとに 

各科目の期首残高額を登録し直してください。 

貸借対照表の注記(1)会計区分別内訳を正しく出力するために 

必要です。 

②【期首残高入力】 

対象の全科目へ期首残高額を登録 

①【期首残高更新】実行 

A、B、C（すべて）： 事業区分 
 

②【期首残高入力】 

新科目、組み替え科目へ 

期首残高額を登録 
 
※事業区分を組み替えた場合は、期首残高入力にて 

事業区分が空欄となっている期首残高額がないかを

確認し、必要に応じて新事業区分に期首残高額を登録

してください。 

 

翌年度以降 

期首残高更新・実行 

集計単位 

A： 事業区分 

C： 会計 

集計単位 

A： 事業区分 

C： 事業区分 

※ 確認方法はこちら 
※ 操作方法 

①【期首残高更新】 ②【期首残高入力】 
※ 操作方法はこちら 

https://www.koeki-info.go.jp/activities/k3klk2gbi5.html


 

 

■ 前年度の期首残高登録の確認方法 

R6年会計基準運用開始の前年度において、期首残高の集計区分を確認してください。 

 

期首残高入力メニューにて、抽出条件（表示情報）項目を選択してください。 

年度 R6年会計基準運用開始の前年度 会計CD 複数会計の場合はいずれかの会計区分（会計CD） 

 

科目種別、大科目は以下 1～3 を選択してください。 

1 科目種別 貸借対照表 大科目 流動資産、流動負債、固定資産、固定負債のいずれか 

2 科目種別 貸借対照表 大科目 指定正味財産、一般正味財産のいずれか 

※収支計算書を出力するお客様のみ 

3 科目種別 当期収支差額 大科目 前期繰越収支差額 

 

表示・入力をクリック後、科目名をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計区分の登録（集計単位：会計） 

事業区分名が表示されず、 

行番の数字をクリックできません。 

期首残高が登録されている科目名をクリックしてください 

事業区分ごとの登録（集計単位：事業区分） 

事業区分名が表示されます。 

行番の数字をクリックすると、下部で編集可能

となります。 



 

 

1つの科目において、期首残高額の登録が事業区分と会計区分（事業区分が空欄）で混在している場合は、 

選択した年度（またはそれ以前）の期首残高更新において集計単位を誤った可能性があります。 

こちらの状態では、正しい各決算書や注記を出力できません。 

科目種別 大科目  

貸借対照表 
 流動資産、流動負債、 

固定資産、固定負債 

合計残高試算表や総勘定元帳等を事業区分で絞込すると、正しい残高を確認できま

せん。貸借対照表内訳表を正しく出力できません。 

※運用会計が1会計の場合は、貸借対照表の注記を正しく出力できません。 

貸借対照表 指定純資産、一般純資産 貸借対照表の注記、活動計算書の注記を正しく出力できません。 

当期収支差額 前期繰越収支差額 収支計算書内訳表を正しく出力できません。※収支計算書内訳表を出力するお客様のみ 

 

 

期首残高入力にて、事業区分の登録と会計区分の登録が混在しないように登録し直してください。 

なお、いずれのお客様も指定正味財産は事業区分ごとに入力してください。 
 

 

■ 期首残高更新における集計単位の誤りとは 

前年度の期首残高額が【会計区分】で登録されているにもかかわらず、 

次年度（繰越先）の期首残高更新を【集計単位：事業区分】で実行したことによって、 

1つの科目に対して【会計区分】と【事業区分】の期首残高が混在して登録されることです。 
 

前年度が会計区分で登録されている場合は、期首残高更新【集計単位：事業区分】は正しく実行できません。 

前年度まで【集計単位：会計】で期首残高更新を実行していた場合、期首残高は会計単位で登録されています。 

こちらの状態で、期首残高更新にて次の年度（繰越先）へ【集計単位：事業区分】で実行すると、事業区分ごとに、正しい期首残高額を登

録できません。 

これは、会計単位で登録されていた前年度期首残高額について、繰越先年度でどの事業区分に振り分けるかの情報がないためです。 

期首残高更新では、原則として、例年と同じ集計単位を選択してください。 

※R6年会計基準運用開始の翌年度からは、指定純資産は、自動で事業区分ごとに登録されます。 
 

■ 次回から【集計単位：事業区分】で実行したい場合は 

前年度の期首残高が【会計区分】で登録されているけれど、次年度からは【事業区分】で管理したい場合は、期首残高入力にて、前年度の

期首残高額を事業区分ごとに登録し直してください。 

登録し直した次の年度より、期首残高更新【集計単位：事業区分】で実行できます。 

事業区分ごとの登録  ⇒ 

会計区分での登録    ⇒ 



 

 

■ 期首残高更新 

R6年会計基準運用開始年度で新しく追加した科目や事業区分、コードを変更した科目は更新できません。 

期首残高入力で個別に入力してください。 

 

実行前に、前年度（繰越元）の指定正味財産の期首残高額が、事業区分ごとに登録されているかご確認ください。 

または実行後、期首残高入力メニューにて、当年度（繰越先）の指定純資産の期首残高額を編集し直すこともできます。 

「貸借対照表の注記（1）会計区分別内訳、（14）指定純資産の内訳と増減額及び残高」を正しく出力するために、指定純資産

の期首残高額は、事業区分ごとに登録する必要があります。※集計単位「事業区分」 

 

● 年度は、R6年会計基準運用開始年度を選択してください。 

● 各「集計単位」は、お客様ごとに異なりますので、事前にご確認ください。 

※ [R6年会計基準経過措置期間中における前年度データの取扱い] が表示される場合はこちらをご確認ください。 

 

 

 

※期首残高更新は実行の度に上書き登録します。集計単位の選択値を誤った場合は、やり直してください。 

 

 

 

 

例） 令和 7年度： H20年会計基準適用年度／令和8年度： R6年会計基準運用開始年度（科目種別・科目組み替え後） 

 



 

 

運用開始前に [R6年会計基準経過措置期間中における前年度データの取扱い] が表示される場合 

選択した年度の前年度（繰越元の年度）に、指定区分マスタの登録があると表示される項目です。 

通常は、令和6年会計基準の運用開始年度以降の期首残高更新において、移行期間終了年まで表示されます。 

 

例えば、選択した年度の前年度（令和6年会計基準の運用開始前）において、 

伝票入力時に「指定区分」項目の入力確認や練習等を行う関係で指定区分マスタを登録した場合、運用開始前で

あっても、こちらの項目が表示されます。 

選択した年度の前年度が、令和6年会計基準の運用開始前のお客様は、「正味財産」を選択してください。 

 

● 年度は、R6年会計基準運用開始年度を選択してください。 

● [R6年会計基準経過措置期間中における前年度データの取扱い]  

令和6年会計基準の運用開始年度前に限り、【正味財産】を選択してください。 

● 各「集計単位」は、お客様ごとに異なりますので、事前にご確認ください。 

 

※期首残高更新は実行の度に上書き登録します。 

集計単位、R6 年会計基準経過措置期間中における前年度データの取扱いの選択値を誤った場合は、やり直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）   令和 7年度： H20年会計基準適用（R6年会計基準運用開始前） 

令和 8年度： R6年会計基準運用開始（科目種別・科目組み替え後） 

令和 7年度、令和8年度で指定区分マスタの登録あり 

 



 

 

■ 期首残高入力 

前年度の決算書等で決算額をご確認の上、期首残高額をご入力ください。 

令和6年会計基準運用開始年度で新しく追加した科目や事業区分、コードを変更した科目は、個別に登録してください。 

また会計区分で登録されている期首残高を、事業区分で登録し直す場合は、一度会計区分の登録を削除後に、事業区分ごと

に入力、登録してください。 

 

期首残高入力メニューにて、抽出条件（表示情報）項目を選択してください。 

年度 R6年会計基準運用開始年度 会計CD 会計区分（会計CD）ごとに確認してください 

科目種別、大科目は以下 1～3 をそれぞれ選択してください。 

1 科目種別 貸借対照表 大科目 流動資産、流動負債、固定資産、固定負債  

2 科目種別 貸借対照表 大科目 指定純資産、一般純資産  

※収支計算書を出力するお客様のみ 

3 科目種別 当期収支差額 大科目 前期繰越収支差額 

 

表示・入力をクリック後、科目名をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期首残高額を事業区分単位で登録し直す場合は、削除してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再度、科目名をクリックしてください。 

 

 



 

 

事業区分ごとに入力をクリックすると下部項目が編集可能となります。 

事業区分を選択、期首残高額を入力後、事業登録をクリックしてください。 

 

※事業区分ごとに繰り返してください。 

 

 

登録をクリックして完了です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

■ ご注意事項 

 

【指定純資産】の期首残高額は、事業区分ごとに登録してください。 

「貸借対照表の注記（1）会計区分別内訳、 （14）指定純資産の内訳と増減額及び残高」を正しく出力するために、

指定純資産の期首残高額は、事業区分ごとに登録する必要があります。 

翌年度以降の期首残高更新では、指定純資産は固定で事業区分ごとに更新されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■ 運用開始の翌年度からの期首残高更新について 

令和6年会計基準運用開始年度の決算額確定後の操作です。 

 

● 年度は、令和 6年会計基準運用開始年度の翌年度を選択してください。 

● [R6年会計基準経過措置期間中における前年度データの取扱い] 【純資産】を選択してください。 

● 各「集計単位」は、こちらをご確認ください。 

 

 

A 科目種別：貸借対照表   / 流動資産、流動負債、固定資産、固定負債、指定純資産*、一般純資産 の各科目 

C 科目種別：当期収支差額 / 前期繰越収支差額 ※収支計算書科目の登録がない場合、Ｃの選択は無効です。 

*指定純資産は集計単位の選択値は無効です。 

 
 

指定純資産の集計単位は「事業区分」固定です 

貸借対照表の注記（1）会計区分別内訳、（14）指定純資産の内訳と増減額及び残高を正しく出力するために、指定純資産の期首残高額は、

事業区分で登録する 

必要があります。そのため、指定純資産の集計単位は、「事業区分」固定となります。 

※上段の集計単位「会計」を選択しても、指定純資産は事業区分で登録されます。 

 

 

 

 

 

例）  令和 8年度： R6年会計基準運用開始年度 / 令和 8年度決算額を、令和9年度の期首残高へ更新（繰越） 

A 

C 

 

前年度（繰越元の年度）において、以下に当てはまる場合は、事業区分未設定（会計区分）で登録されます。 

・前年度の期首残高額が会計単位で登録されている 

・前年度の指定区分項目を選択した伝票において、事業区分が未入力となっている 

事業区分未設定の期首残高額の登録では、決算書の注記を正しく出力できません。 

期首残高入力にて、事業区分ごとに入力しなおしてください。 


